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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】平成21年1月15日(2009.1.15)

【公開番号】特開2007-136959(P2007-136959A)
【公開日】平成19年6月7日(2007.6.7)
【年通号数】公開・登録公報2007-021
【出願番号】特願2005-336173(P2005-336173)
【国際特許分類】
   Ｂ４３Ｌ  19/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ４３Ｌ  19/00    　　　Ｈ

【手続補正書】
【提出日】平成20年11月19日(2008.11.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　転写テープが巻装され、回転可能な供給ボビンと、
　その供給ボビンを装着し、回転可能な供給リールと、
　前記供給ボビンから引き出されて使用された転写テープが巻着され、転写テープを巻き
取る方向にだけ回転可能な巻取ボビンと、
　転写テープを巻き取る方向に対して前記巻取ボビンと連動して回転する巻取リールと、
　前記供給リールと前記巻取リールとを連動させるリール連動手段と、
　転写テープを被転写面に圧接させて当該転写テープを走行させることにより塗布膜の転
写を行うための転写ヘッドと、がケースに含まれた塗布膜転写具であって、
　前記転写ヘッドを摺動させて、前記転写を行うために前記転写テープに当接させて前記
ケースから突出させ、さらに、前記ケース内に収納させるスライド機構と、
　前記供給ボビンと前記供給リールとの間に介在し、前記転写ヘッドを突出させる摺動動
作が前記スライド機構により行われたとき、前記供給ボビンと前記供給リールとの連動を
解除し、前記転写時における前記転写テープの走行により、転写テープを供給する方向に
前記供給ボビンが回転するときは、その方向に前記供給リールと前記供給ボビンとを連動
して回転させるスリップ機構とを備え、
　さらに、前記スライド機構は、前記転写ヘッドを収納する摺動動作をさせたとき、前記
供給リールに係合して当該供給リールを逆回転させることを特徴とする塗布膜転写具。
【請求項２】
　前記供給ボビンから引き出された転写テープを張架し、前記巻取リールに至らせる張架
部材が設けられ、
　前記スライド機構は、前記張架部材によって張架された転写テープを前記転写ヘッドで
懸架させて前記ケース外に突出させることを特徴とする請求項１に記載の塗布膜転写具。
【請求項３】
　前記供給ボビン及び前記巻取ボビンを前記供給リール及び前記巻取リールの前記ケース
内における配設位置に対応させて前記張架部材と共に一体に組み合わせたユニットを構成
し、そのユニットが前記ケース内に着脱可能とされたことを特徴とする請求項２に記載の
塗布膜転写具。
【請求項４】
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　前記スライド機構は、前記転写ヘッドを前記ケースから突出させる摺動動作をさせたと
きに前記転写ヘッドを固定し、前記転写ヘッドを前記ケース内に収納する摺動動作をさせ
たときに前記固定を解除する固定機構を有することを特徴とする請求項１に記載の塗布膜
転写具。
【請求項５】
　前記転写ヘッドを収納する摺動動作が行われ、前記供給リールの逆回転に伴って前記巻
取リールが転写テープを巻き取る方向と逆方向の回転をしたときに、前記巻取リールが前
記巻取ボビンに回転を伝達しない構造を有することを特徴とする請求項１に記載の塗布膜
転写具。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　上記課題を解決するための、請求項１記載の発明に係る塗布膜転写具は、転写テープが
巻装され、回転可能な供給ボビンと、その供給ボビンを装着し、回転可能な供給リールと
、前記供給ボビンから引き出されて使用された転写テープが巻着され、転写テープを巻き
取る方向にだけ回転可能な巻取ボビンと、転写テープを巻き取る方向に対して前記巻取ボ
ビンと連動して回転する巻取リールと、前記供給リールと前記巻取リールとを連動させる
リール連動手段と、転写テープを被転写面に圧接させて当該転写テープを走行させること
により塗布膜の転写を行うための転写ヘッドと、がケースに含まれた塗布膜転写具であっ
て、前記転写ヘッドを摺動させて、前記転写を行うために前記転写テープに当接させて前
記ケースから突出させ、さらに、前記ケース内に収納させるスライド機構と、前記供給ボ
ビンと前記供給リールとの間に介在し、前記転写ヘッドを突出させる摺動動作が前記スラ
イド機構により行われたとき、前記供給ボビンと前記供給リールとの連動を解除し、前記
転写時における前記転写テープの走行により、転写テープを供給する方向に前記供給ボビ
ンが回転するときは、その方向に前記供給リールと前記供給ボビンとを連動して回転させ
るスリップ機構とを備え、さらに、前記スライド機構は、前記転写ヘッドを収納する摺動
動作をさせたとき、前記供給リールに係合して当該供給リールを逆回転させることを特徴
とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
（全体構成の概要）
　図１は、本発明に係る塗布膜転写具の一実施形態における外観の構成を示す斜視図であ
る。図１に示すように、本実施形態の塗布膜転写具１のケース１０（筐体）として機能す
るケース上部１０ａとケース下部１０ｂは組立可能に形成されており、その内部には、搬
送テープの表面に糊剤等からなる転写層が設けられる転写テープＴを巻装して構成される
テープユニット４が内蔵される。前記搬送テープは、転写層を搬送する媒体として機能す
る。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
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　なお、本実施形態において、ケース下部１０ｂに装着される側からみて、転写テープＴ
は、供給ボビン２１に対して右巻きで巻装されており、巻取ボビン３１に対しては左巻き
で巻装されている。従って、本実施形態の説明中、転写時の動作（供給ボビン２１から転
写テープＴが供給される動作）において、供給ボビン２１及び供給リール２、又は巻取ボ
ビン３１及び巻取リール３が回転する方向（右回り）を「正回転（方向）」と表現し、そ
の反対方向に供給ボビン２１（供給リール２）又は巻取リール３が回転する場合には「逆
回転（方向）」と表現する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
（リール連動歯車の構成）
　リール連動歯車６は、ケース下部１０ｂに立設される軸部１０ｅに緩挿されて回転自在
に取り付けられており、供給リール２の歯車２ａ及び巻取リール３の歯車３ａと噛合され
ている。この歯車６を設けることにより、供給リール２と巻取リール３とが連動され、同
方向に回転可能とされる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
（スライド機構の構成）
　本発明の特徴部分であるスライド機構１００は、ケース下部１０ｂの内面に対して摺動
するように設置されて、先端部に転写ヘッド５を固定した連結部１０２を中心に構成され
ている。そして、転写ヘッド５をケース１０の開口部１０ｃから突出及び収納させる連結
部１０２と、その連結部１０２を使用者が操作するために、ケース下部１０ｂを介してそ
の外面に形成された摺動溝１０ｈ（図１参照）に沿って摺動するように設置された作動部
１０１と、転写ヘッド５が使用状態からケース１０内に収納されるときに連結部１０２の
伝達部１０２ｂのラック状ギア構造に噛み合って、摺動変位に応じて供給リール２を回転
させる歯車１０３と、作動部１０１を操作して（スライドさせて）ケース１０の開口部１
０ｃから転写ヘッド５を突出させて、塗布膜転写具１を使用状態としたときに転写ヘッド
５を固定すると共に、作動部１０１を操作して（スライドさせて）使用状態とされた転写
ヘッド５をケース１０の内部に収納する動作を補助するバネ部１０４とを有してなる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５１】
　また、連結部１０２の貫通孔１０２ａの内縁部には、鋸歯形状の伝達部１０２ｂが形成
されており、貫通孔１０２ａを通してケース下部１０ｂに形成された長円形状の凹部１０
ｇに遊嵌された歯車１０３が伝達部１０２ｂに噛合されている。この歯車１０３は、凹部
１０ｇが「突出方向」及び「収納方向」に長径を有する長円形状をなすことにより、「突
出方向」及び「収納方向」に摺動可能となっている。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６９
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６９】
　前述したように、係合片１０４ａ，１０４ａは収納方向に開形状をなしているので、各
係合片１０４ａ，１０４ａは突出方向側の１対の係止溝１０ｉから離脱しにくい状態とな
り、バネ部１０４は収納方向に対して固定された状態となる結果、連結部１０２を介して
転写ヘッド５も固定されることとなる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７０】
　転写ヘッド５を本体１０から突出させた状態で、塗布膜転写具１は使用状態となる。こ
の使用時では、転写対象に対してケース下部１０ｂを左側にして、転写テープＴが懸架さ
れた転写ヘッド５を転写対象に押しつけ、手前に引くようにする（転写テープＴを走行さ
せる）ことで供給ボビン２１が正回転し、その回転がスリップ機構付きクラッチ２２及び
供給リール２を介してリール連動歯車６に伝わり、巻取リール３を経て巻取ボビン３１が
正回転することによって使用済みの転写テープＴを巻装することとなる。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７３】
　具体的には、まず、前述した転写ヘッド５の突出動作では、連結部１０２が突出方向に
摺動するのに伴って、伝達部１０２ｂに噛合された歯車１０３が供給リール２の歯車２ｂ
から離されて、歯車２ｂとの噛合が解除された状態とされている。これは、凹部１０ｇが
突出方向及び収納方向に長径を有する長円形状をなしていることで歯車１０３が突出方向
に移動することに起因する。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７６】
　よって、転写ヘッド５の収納動作に連動して、連結部１０２に形成された伝達部１０２
ｂ及び歯車１０３を介して供給リール２が逆回転し、供給ボビン２１により、転写ヘッド
５の突出動作で引き出された転写テープＴを巻取って、張架部材４１，４１で張架された
転写テープＴを、開口部１０ｃの内側を覆うように初期の位置（図７参照）に戻すことが
できる。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７７】
　なお、凹部１０ｇの長径の長さは、歯車２ｂとの噛合を解除でき、かつ転写ヘッド５の
収納動作を行った場合に可及的速やかに歯車２ｂと噛合することができる程度に設計され
る。
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【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８１】
　ここで、転写ヘッド５の収納動作を開始することは、作動部１０１を収納方向に摺動す
ることを意味する。また、係合片１０４ａ，１０４ａに設けられた突起部１０４ｂは作動
部１０１の係合溝１０１ａに係合しており、それら係合溝１０１ａの形状は、収納方向に
開形状（収納方向に開いた「ハ」の字形状）をなしている。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８２】
　すなわち、転写ヘッド５の収納動作を開始すると、突起部１０４ｂは作動部１０１の係
合溝１０１ａの形状に沿って、係合片１０４ａ，１０４ａを互いに近づけさせるように働
き、係合片１０４ａ，１０４ａは突出方向側の１対の係止溝１０ｉから離脱し、転写ヘッ
ド５の固定が解除されることとなる。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８５】
　また、スライド機構に加え、供給リールにスリップ機構を備えたので、転写ヘッドの突
出動作／収納動作を繰り返しても転写テープのたるみを解消し、常に適正な使用準備状態
とすることができる。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１】
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